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告 示

高知県告示第612号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成27年10月23日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成13年 5 月農林水産省告示第689号

2　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第613号

　漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第 5条第 1項

の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112

条第 1 項の規定による同意を求めるための事前届出があったの

で、同令第 5条第 3項の規定により告示し、当該届出に係る指定

漁船調書を次のとおり縦覧に供する。

　　平成27年10月23日

          　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　届出事項

( 1 )　発起人の住所及び氏名

　　　須崎市　　　　　　　　　　　　　　　前　田　良　昭

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　明　神　　　実

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　小　島　亨　太

　( 2 )　加入区の名称

　　　錦浦加入区

　( 3 )　漁船損害等補償法第113条第 1項の申出をする漁業協同

　　組合の名称

　　　錦浦漁業協同組合

2　指定漁船調書の縦覧

　( 1 )　縦覧期間

　　　平成27年10月23日から同年11月 6 日まで

　( 2 )　縦覧場所

　　　錦浦漁業協同組合

高知県告示第614号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第 3条第 1項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須

崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成27年10月23日

高知県知事　尾﨑　正直

須崎市田野( 2 )

( 1 )　標柱を設置した土地の地番

( 2 )　区域

標柱 1から 8までを順次に直線で結んだ線及び標柱 8と 1

を直線で結んだ線により囲まれた区域内とする。

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、大月町春遠土地改良区から次のとおり退任した役員の届出が

あった。

　　平成27年10月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

　役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所　　　　　　　

　理事　　野村　昌秀　幡多郡大月町春遠569

　〃　　　釣井　健市　〃　　〃　　〃　886

　〃　　　田邊　稔尚　〃　　〃　　〃　110

　〃　　　渡邊　入鶴　〃　　〃　　〃　393

　〃　　　田邉　　勇　〃　　〃　　〃　107

　〃　　　中嶋　順右　〃　　〃　　〃　402

　〃　　　野村　穂積　〃　　〃　　〃　466－ 1

　〃　　　芝岡　敏光　〃　　〃　　〃　435－ 1

土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第 4 項において準

用する同法第18条第16項の規定により、大月町春遠土地改良区か

ら次のとおり就職した清算人の届出があった。

　　平成27年10月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

　　氏　名　　　　　住　　　　　　　所　　　　　　　

　野村　昌秀　幡多郡大月町春遠569

　釣井　健市　〃　　〃　　〃　886

　田邊　稔尚　〃　　〃　　〃　110

標柱番号

1

2

3

4

5

6

7

8

所在地

須崎市上分字柳挾間

〃　　〃　字谷奥

〃　　〃　〃

〃　　〃　字弘場ノ森

〃　　〃　〃

〃　　〃　〃

〃　　〃　字大挾間

〃　　〃　〃

地番

甲1158－ 1

地先

甲1127－ロ

甲1156－ 1

甲3317

甲3318

甲3323

甲1195

甲1201
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平成27年10月15日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画する放送事業者

日本放送協会高知放送局

高知さんさんテレビ株式会社

株式会社高知放送

株式会社テレビ高知

高知県選挙管理委員会告示第86号

平成18年12月高知県選挙管理委員会告示第102号（その病院の

長、老人ホームの長、身体障害者支援施設の長及び保護施設の長

を不在者投票管理者とする施設の指定）の一部を次のように改正

する。

平成27年10月15日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

2　老人ホームの表中「有料老人ホーム愛夢しまんと」を「株

式会社優美有料老人ホーム愛夢しまんと」に改める。

高知県選挙管理委員会告示第87号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成27年10月23日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

　渡邊　入鶴　〃　　〃　　〃　393

　田邉　　勇　〃　　〃　　〃　107

　中嶋　順右　〃　　〃　　〃　402

　野村　穂積　〃　　〃　　〃　466－ 1

　芝岡　敏光　〃　　〃　　〃　435－ 1

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

平成27年10月23日

高知県知事　尾﨑　正直

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第84号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第 2 項及び第23条

第 1項の規定により、平成27年11月15日に行う予定の高知県知事

選挙における選挙人名簿登録の被登録資格の決定の基準となる

日、登録を行う日及び縦覧に供する期間を次のとおり定めた。

平成27年10月15日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

1　被登録資格の決定の基準となる日

平成27年10月28日。ただし、年齢については、平成27年11月

15日

2　登録を行う日

平成27年10月28日

3 　縦覧に供する期間

平成27年10月29日

高知県選挙管理委員会告示第85号

政見放送及び経歴放送実施規程（平成 6 年11月自治省告示第

165号）第 8 条第 7 項の規定により、平成27年11月15日に行う予

定の高知県知事選挙において手話通訳士による手話通訳を付して

政見を録画する放送事業者を次のとおり定めた。

許可番号
開発許可を受けた

者の住所及び氏名

高知市十津四丁目

18番 3 号

清水　祐司

香南市野市町西野

1804番地

山崎　桂一

平成27年 5 月27日

27高都計第124号

平成27年 5 月27日

27高都計第126号

開発区域に含まれる

地域の名称

南国市領石字鳥首16

番 1ほか

南国市領石字鳥首18

番 5

名称

松下えつ

こ後援会

くろいわ

之浩後援

会

森あつ子

後援会

主たる事

務所の所

在地

南国市国

分942－

1

安芸郡安

田町東島

30番地

高知市愛

宕町二丁

目21－ 7

代表者氏名

田内　賀代

子

中島　康善

島村　准子

会計責任者

氏名

岩川　圭子

西山　善理

田口　朝光

届出年月日

平27・ 9・

14

平27・ 9・

15

平27・ 9・

28

高知県選挙管理委員会告示第88号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

により次のとおり異動の届出があった。

平成27年10月23日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

区分

異動

前

異動

後

名称

山中良

成後援

会

代表者氏

名

山本　次

男

堤　健治

会計責任

者氏名

異動なし

主たる事

務所の所

在地

南国市大

埇甲1465

－ 3

南国市大

埇甲1453

届出年月日

平27・ 9・

8
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